
①内航総連合会HPより内航用「パートナーシップ構築宣言」ひな形用紙をダウンロードし、必要事項を

　記入の上、PDFに変換

②（公財）全国中小企業振興機関協会HP（http://www.zenkyo.or.jp/index.htm）より、「パートナー

　シップ構築宣言」ポータルサイトへアクセス

③「パートナーシップ構築宣言」の登録をクリックし、必要事項を入力の上、①のPDFをアップロード

　して登録

「パートナーシップ構築宣言」登録手順（１）



④　③の手順での登録が済み次第、内航総連事務局に①を添付し、メールにて連絡。

　(連絡先　info@naiko-kaiun.or.jp）

⑤内航総連ＨＰにて「パートナーシップ構築宣言」宣言事業者のリスト及び①を公表、

　メディア、関係荷主団体へも定期的にリストを公表。

○「宣言」の内容について

・中小企業庁企画課　03-3501-1765

○「宣言」の提出・掲載等の手続きについて

・（公財）全国中小企業振興機関協会　03-5541-6688

・日本内航海運組合総連合会 事業部　03-3263-4597

「パートナーシップ構築宣言」登録手順（２）

「パートナーシップ構築宣言」に関する問い合わせ先
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